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自己紹介 1

瀧 俊雄（たき としお）
グループ執行役員 サステナビリティ担当 
CoPA Fintech研究所長

2004年に慶應義塾大学経済学部を卒業後、野村證券株式会社に入社。株式会社野村
資本市場研究所にて、家計行動、年金制度、金融機関ビジネスモデル等の研究業務に
従事。スタンフォード大学MBA、野村ホールディングス株式会社の企画部門を経て、
2012年より株式会社マネーフォワードの設立に参画

一般社団法人電子決済等代行事業者協会 代表理事
一般社団法人日本金融サービス仲介業協会 理事
一般社団法人MyData Japan ステアリングコミッティ・メンバー
一般社団法人Fintech協会 アドバイザー
内閣官房 デジタル行財政改革会議 有識者構成員
規制改革推進会議 スタートアップ・投資WG 専門委員
総務省「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」 構成員
経済産業省 認知症イノベーションアライアンスWG メンバー 等



当社の概要



会社紹介 3

社名 株式会社マネーフォワード

設立 2012年5月

上場市場 東証証券取引所 プライム市場 

【証券コード：3994】

本社所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-21 

msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

支社 北海道支社、東北支社、

東海支社・名古屋開発拠点、

京都支社・京都開発拠点、

関西支社・大阪開発拠点、広島支社、

九州・沖縄支社、福岡開発拠点

ベトナム開発拠点（ハノイ、ホーチミン）

インド開発拠点



当社サービス／利用者の概要 4

User Focus Tech & Design Fairness
すべての人の、
「お金のプラットフォーム」になる。

Vision Values

主な提供サービス

SaaS ARR成長率
前年同期比

+42%

SaaS ARR 
（年間定期収益）

231.5億円

売上高成長率
前年同期比

+41%

ハイライト（2023年11月期末）

連結
従業員数

2,130名

課金顧客数
301,233

（前年同期比+27.8%）

ME利用者数

1,530万

事業者向け 個人向け

SaaSマーケティング支援

Fintech

金融機関向け

経理・財務

HR

その他
バックオフィス

事業者 個人

エンジニア/
デザイナー比率

約４割

エンジニア
non-JP比率

約４割

連携金融関連
サービス数*1

2,540以上

• 2012年創業、2017年上場（現在、プライム市場）

• Fintech/SaaSの領域で多様なプロダクトを展開



当社のミッション・ビジョン・バリューズ 5



当社サービスの概要と
提供する背景・経緯



マネーフォワードMEについて 7

（出所）マネーフォワードME App Storeより画像引用



マネーフォワードMEの機能概要 8



• 年額5,300円にて、制限なしの管理機能を提供

有料サービスの概要 9



有料家計管理サービスは、世界的にも珍しい規模

利用者数は1,560万人、課金ユーザーは53万を突破

（出所）株式会社マネーフォワード 2024年度11月期 第1四半期決算説明資料より引用
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利用者の属性概要

• 20～40代を中心に、家計管理では主婦層、資産管理で
はビジネスパーソンなど目的別に多様な利用イメージ

※2023年1月時点

11



売上の大半はプレミアムサービス利用料が構成 12

（出所）株式会社マネーフォワード 2024年度11月期 第1四半期決算説明資料より引用



マネーフォワードMEの創業意図 13

（出所）マネーフォワード統合報告書（2023年）より画像引用



消費者中心の金融サービスをどう捉えているか 14

（出所）マネーフォワード統合報告書（2023年）より画像引用



自動同期で口座確認ができることの重要性

支出の一覧やアラートメール、プッシュ通知により、自分の口座を
遅滞なく管理・監視できる

15

（出所）いずれもX（旧Twitter）の投稿より画像引用



本人のための情報整理を行う

• 金融機関側のアプリは、クロスセル／リボ払い／商流強化のための場でもある
• 利用者の代理人としてのアプリは、金融サービス側の事情に流されず、

利用者のウェルビーイングに向けてサービスを提供できる

16

口座残高

124,000 円

外貨預金

カード
ローン

振込

〇〇銀行

！リニューアルした△△アプリについてご
意見をお聞かせください！

△△カード ＊＊＊＊5193
お支払日 2024/4/30

￥72,000円

✕✕カード
      ‥‥4649

✕✕カード

口座情報

定期預金

定期預金

日本橋本店 円普通 3901764

外貨定期預金
1年もの

米ドルなら

年利 年 5.3%

△△モバイル 申込で 30,000ポイント！

【紹介キャンペーン】△△カードを紹介した方とさ
れた方に合計15,000ポイント進呈中！

リボ払い
金額を決めてお支払

自動リボ払い
毎月一定額のお支払

分割払い
回数を決めてお支払

ネットキャッシング
最短数分からお振込

△△カード

カード番号

3月のご請求額
支払い日：2024年4月27日

24,000円 〉
支払方法 ○○銀行

支払金額調整
4月25日19時59分まで

5月以降 32,000円 〉
支払い日：2024年5月27日以降

仮確定

調整する

 来月のポイント付与率を確認する

 カードご利用分でもザクザク貯まる

✕✕
Pay

✕

ご利用可能額 あと1,672,351円  〉

未確定

〇〇銀行残高

124,000 円

△△カード請求額 4月30日予定

72,000円

✕✕カード請求額   4月27日予定

24,000円

カード請求額 計

96,000円

家計簿アプリ



資産形成への貢献をKPI化 17

（出所）マネーフォワード統合報告書（2023年）より画像引用

• 見える化を通じた節約への誘導

• 固定費削減を主とした家計改善のサービスも提供

• 改善した家計から、投資に向けたアクションも促す。
利用者の投資資産比率は日本平均の2倍以上



フィナンシャル・ウェルビーイングをどう捉えるか

• 現在と将来の、保全と自由を確保するということ

• そのために、将来の解像度を上げつつ、採りうる手段の
理解と改善を促すことが重要

18

現在 将来

生活の保全
日次、月次の収支を

管理できている
何らかの金融ショックを
吸収できる能力がある

選択の自由
人生を楽しむための
金銭的自由がある

金銭面での目標に向けて、
順調に進んでいる

（出所） CFPB（2015） “Financial well-being: The goal of financial education”より筆者翻訳

米CFPBによるフィナンシャル・ウェルビーイングの4要素



サービス・ミッションとウェルビーイング

現在 将来

生活の保全
日次、月次の収支を

管理できている
何らかの金融ショックを吸収

できる能力がある

選択の自由
人生を楽しむための
金銭的自由がある

金銭面での目標に向けて、
順調に進んでいる

19

米CFPBによるフィナンシャル・ウェルビーイングの4要素

（出所） CFPB（2015） “Financial well-being: The goal of financial education”より筆者翻訳

個人向け事業のミッション



課題解決のための関連サービス 20



『マネーフォワード お金のバトンβ』（2023.9）

• 「家族に残す資産(お金や情報)の活用において迷いのないソリューションを提供す
る」をビジョンに提供

• 相続の「やることリスト」、「相続財産シミュレーション」、「家族とお金のリスク
診断」の3ツールを提供

21



用いている
デジタル技術・制度の概要



事業の基礎となるデータ集約・分析基盤 23

• ユーザーの同意に基づきデータを収集するアグリゲーション技術

• お預かりするデータを安全に保護するセキュリティ体制

• データの価値を実現するサービスデザイン



金融機関APIの仕組み

• 信頼できるアプリに合鍵を作製

• 合鍵を利用して、利用者のためにデータ参照／取引指示

①アプリがデータ参照や取引指示を行う権利を認可

②アプリにしか
使えない
合鍵を作製

③合鍵を利用
して情報取得
／取引指示

④サービス提供

利用者 アプリ 金融機関

24



利用者は①強力な認証と②明確な認可を行っている 25



利用者
電子決済等

代行業 金融機関

口座保有＋インターネットバンキング規約

API利用契約利用契約

銀行法

登録制 • API開放努力義務
• 差別的取り扱いの禁止

法律上の整理 26



電子決済等代行業の系譜 27

• 電代業⇔銀行間では個別契約（100以上）が必要となるため、様々な標準化を実施
• 2018年より新たに誕生した業を円滑に運営するため、電代業者による自主規制機関

を設立。2023年に自主規制機関としての金融庁認定を取得
• 制度開始以来、重大なセキュリティ事故は発生していない

～2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

改正銀行法施行
（2018/6）

銀行⇔電代業間の
契約締結期限

（2020/9末）

公正取引委員会
報告書①公表

(2020/4）

公正取引委員会
報告書②公表

（2023/3）

銀行法改正
（2017/5）

「電子決済等代行業」を
法令で規定

電子決済等代行
事業者協会設立

（2017/11）

認定取得
（2023/3）

全銀協 API利用契約条文例
(2018/12）

FISC API接続チェックリスト
(2018/10）



サービス成長の今後の見通し 28

• 見える化の先で、実際にお金の課題を解決するサービスを増やしていく
• 固定費の削減、資産形成の促進、安価で本質的なサービスへの誘導を実施



消費者支援への活用可能性



サービスを通じて、金融リテラシーを補完する 30

（出所）「コモンズ・インパクトファンド 
～共創～」アニュアルレポート（2023年9
月公表）より、画像引用



見える化は、様々なリテラシー向上の入口 31



MFで考える未来① 老後シミュレーター

• 老後生活におけるBS/PLを推計し、解像度の高い
ライフプランニングを提供すること

32

（出所）当社資料より引用

（出所）厚生労働省資料より引用
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家族
アカウント

金融
機関

電子
マネー

クレ
ジット
カード

当社

金融機関
本人 後見人親族

認可の実施 アラートのみ
を受け取る

全情報への
アクセス権を有する

健常時 MCI 発症後 相続時

ファイナンシャル・
プランニング／

犯罪の抑止

日常的な
お金の見守り

経済的虐待・犯罪等
の抑止

被相続人にとっての
わかりやすさ／

相続人との
円滑な手続き

(ソフトウェア)
自動家計簿・
防犯アラート

(アルゴリズム)
防犯アラート、

支出管理、安心でき
る決済手段

(継続モニタリング)
後見サービス、安心
できるデータ共有、
第三者へのアラート

(手続き)
データ共有、士業に
よる対応、保険等の

請求手続き

ニーズ

サービス

助言者

MFで考える未来② 認知力の低下に備えた補助ツール



アラート例

• 一定金額以上の支出についてのメール配信
• 継続で支払いが行われているケース

34



（過去事例）京都信用金庫での実証実験 35

資産管理
アプリ

（家計簿／
通帳）

API

本人が利用

見守り
向け

アプリ

本人による認可、
受け取る情報の

粒度の設定

親族・代理人・
後見人等への

連絡

メール プッシュ通知

主に親族が利用

• 日常的な購買履歴に関する、サマリーデータ（総額、頻度、異常状態の検知）を
親族やケアマネージャーに通知するサービスを実験

• データフィード元のアプリとしてはマネーフォワード等を利用

• 見守り対象は初期だけサービスを設定し、主なユーザーは親族やケアマネー
ジャーを想定

銀行

電子

マネー

カード



（参考）サブスクの見える化レポート機能（2022.12） 36

• 前月の支払い状況を把握し、家計改善に繋げていただけるレポート機能
• 不正検知、不正ではないが顧みるべき支出、不正発生後の返金申し込み機

能なども、サービスの延長線にある可能性



（過去事例）生活困窮世帯の家計改善に向けた実験 37



MFで考える未来③ プッシュ型行政を担う可能性 38

（出典）（社）ユニバーサルメニュー普及協会資料及び畑中参与提出資料を筆者加工



社会実装に向けた課題



なぜ金融の世界でFintechは重要となったのか 40

• 金融サービスでは元々、消費者が多様に脆弱な状況にある

• 情報の非対称性が高い中で、顧客の理解を得ることが必要

• 顧客満足の判定期間が非常に長い

• 取り扱う金額が群を抜いて大きい

• 犯罪収益の差押え等のため、利用者を厳格に確認する必要

• そのため、強い業規制・行為規制の対象とされてきた。また、対面的な
説明によって「顧客理解」を担保していた。デジタルサービスは「非対面」
チャネルとしてより高リスクな扱い、サービスデザインに至るまで様々な
制約・指導が存在

• スマホの時代に、非・金融サービス対比で使い勝手が悪い状況が発生。
複雑な商品で手数料を高くする営業姿勢も、安さ・納得を求める消費者の敬
遠を呼んだ

• Fintechはシンプルな商品を人間中心的に設計できたことで注目された。
とはいえ、今は情報感度の高い消費者向けが中心であり、インクルーシブな
サービスを形成していけるかはまだまだ課題



身近な生活のレベルで可能となったこと 41

• 手でしか付けられなかった家計簿の自動化

• キャッシュレス決済（電子マネー、カード）の使い過ぎ防止

• オンラインショッピングにおける支出の把握

• フィッシング詐欺等の検知

• 金融教育

• 経費精算（立替精算）の自動化

• 確定申告・経理の自動化



（参考）Xにポストされた不正利用検知の例

不正利用にいち早く気付くことも、連携があってこそ

42

https://x.com/shirami_/status/1675129012765757440

https://x.com/fuwafuwa__000/status/1566183954125729792

https://x.com/daypapa_world/status/1745280482131243176 https://x.com/o_89965328_k/status/1551764249235849216

https://x.com/ogim1211/status/1257474110361198592

https://x.com/yofukashibuddha/status/1259105515281346563

（出所）いずれもX（旧Twitter）の投稿より画像引用



所属制を取らない金融サービスの拡大 43

• 近年、金融機関の代理ではなく、ユーザーの代理者となるサービス群が
制度上は登場（当社は電代業・金サ業を展開）

• 制度上、所属制ありの業態よりも利用体験が劣っており、消費者の選択を
エンパワーすることはまだまだ難しい

• 技術は中立的なもの。どの立場でサービスを提供するかが重要な論点
• 利用者から直接課金するケースもあるが、金融サービス側からの間接課金もビジネ

スモデル上は必要な位置づけ（単体の助言業は中々成立せず）

銀行 証券 保険

銀行代理業 金融商品仲介業 保険代理店

電子決済等代行業 金融サービス仲介業 保険仲立人

所属制あり
（金融機関の代理）

所属制なし
（ユーザーの代理）

ユーザー

制度的な課題
責任分解への
要求が厳格

1000万円を超える生命保険、自動車保険が
取り扱えないなど、業務範囲が基礎的なレ
ベルで制約されている

保証金や商品供給の面で、
個人向けサービスの参入
障壁が非常に高い



真の顧客本位モデルの実現に向けて 44

• 自身のデータを元に、自分のために購買してくれる代理モデルが望まれる
（CRMに対するVRMモデル、B2CではなくC2Bモデル）

• 自身のためのAIは、サービスのインクルージョンに向けた必須要素
• 所管官庁は「民民の」「Win-Winの」調整をという事が多いが、機能・商品供給は

システム負担・競争懸念から中々オープンには行われない。消費者の利害も代表さ
れる場での政策検討が必要となる

• このようなサービスの実現を促進する／阻害しない法体系の整備が必要

銀行 証券 保険

ユーザー代理型チャネル

ユーザー

自身の
データ

自身の
金融データ

自身に最適化された商品選択

自身の
エンパワーのための

AI

自身のライフプラン等



しかし、日本ではデータアクセス権が不在 45

• 日本は銀行明細・クレカ明細などのデータが、本人に帰属するという権利がな
い。一方、自社データを進んで外部開放する事業者インセンティブも小さい

• 結果的に、利用者が依頼した家計簿からの代理アクセスに対して、課金を行う
状況が（G7で唯一）発生している国となっている

• 強力な権利とするかは別として、消費者保護のためのデータアクセスを認める
ことが、消費者が安心して金銭管理を行っていくための大前提

（出典）各種資料より当社作成

日本 米国 カナダ ブラジル EU 英国 豪州

アクセス無償化 ✕ 〇 〇（※1） 〇 〇（※2） 〇 〇

アクセス義務付対象情報

銀行口座 △（※3） 〇 〇 〇 〇 〇 〇

クレジットカード ✕ 〇 〇 〇 〇 〇 （調査中）

電子マネー ✕ 〇 ✕ 〇 〇 〇 （調査中）

年金、保険等 ✕ ✕ 〇（※4） 〇 〇（※2） △（※5） ✕

電力、通信等 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ △（※5） 〇

※1 「消費者承認下での対象データの「無料」共有」として検討中

※2 年金・保険等へのアクセスは有償も認められる

※3 アクセスは努力義務。都市銀行・地方銀行・第二地方銀行はほぼ全て
APIによるアクセスは可能となっている

【各国のデータアクセス権の比較表】

※4 退職貯蓄、株、債券、投資信託、住宅ローン等

※5 審議中の法案ではアクセス義務付け対象は規則レベルで法案成立後に
規定される想定
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狭い 中程度 広い

（出典）各種資料より当社作成

銀行 銀行
＋決済・証券・年金等

銀行
＋決済・証券・年金等

＋電力・通信等

データアクセス
義務付対象

日本※1

米国※2

EU※4

豪州

ブラジル
各国の

政策ポジション

カナダ※3

※1 アクセスは努力義務。都銀・地行・第二地銀はほぼ全てAPIによるアクセスは可能となっている
※2 消費者金融保護局が規制案を提示（2023年10月）
※3 財務省が2025年までに法案提出予定
※4 欧州委員会が決済サービス指令3（PSD3: Payment Service Directive 3）案を提示（2023年6月）
※5 英国議会でデータ保護及びデジタル情報法案審議中（2024年2月）

英国※5

データポータビリティ
（アクセス）権

法制化国



（公取調査より）自己データのための支払い意向は低い 47

（出所）公正取引委員会（2020年4月）家計簿サービス等に関する実態調査報告書



利用者のデータを巡る考え方 48

消費行動上の脆弱性に対して、ツールを用いて保護
をしやすくする。クレジットカード負債などはここ
に分類される

自己情報コントロール権：プライバシーの保護、間
違った情報の訂正、プロファイリングを制限する権
利など

１．認可業などにおいて、スイッチングコストを下
げ、消費者から見た選択肢を増やすタイプの政策。
情報のみでなく、取引のポータビリティなども視野
２．プラットフォーマーにおける情報・取引の囲い
込みに対して適用

（出所）”Privacy and competitiveness in the age of big data”, European Data Protection Supervisor, 2014



海外では市民の利益が基盤として存在 49

• 欧州（PSD2）における口座に向けた情報アクセス権
は、GDPRにおけるデータ・ライツが発端。同権利の
発端は、ドイツを中心とするプライバシー保護思想

• 英国におけるオープンバンキング施策は、４行寡占へ
の問題意識と、LIBOR不正に代表されるシティの
不祥事への自浄作用としても生まれた

• 米国におけるAPI開放義務は、消費者保護が発端。
リーマン危機の結果作られた、民主党肝煎りの
消費者金融保護局（CFPB）が、金融における
消費者保護を図る狙いがある



（参考）API標準化におけるコンフォーマンス・テスト

• API接続では、同意の取得、認可範囲の確認、セキュリティ強度などを高
めることが、制度の信頼性担保のためにも重要

• 金融API接続の世界的な技術標準である、Open ID Foundation FAPIでは、
検証テスト（コンフォーマンス・テスト）を実施することが条件に

• 消費者を不要な同意やセキュリティ上の脆弱性から守ることが可能となる

50

（出所）Open ID Foundation、Conformance Testing for FAPI Read/Write RPs https://openid.net/certification/fapi_rp_testing/ より画像引用


